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スマート・クラウド研究会 中間取りまとめ（案）－スマート・クラウド戦略－に関し、

別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 



「スマート・クラウド研究会中間取りまとめ（案）－スマート・クラウド戦略－」に対する意見 
 

頁 項目 総務省案 意見 

12 第３章 

クラウドサービスを

通じたＩＣＴ利活用

の徹底 

１．電子行政クラウド

の実現 

－  「第３章 クラウドサービスの活用によるＩＣＴ利活用の徹底 １．電子行政クラウ

ドの実現」において、「電子納付・電子決済の共通基盤整備」を取組みのひとつとして

追記いただきたい。 

 

理由としては、クラウド上での電子納付・電子決済の機能はワンストップ行政サービス

を実現するための必須条件であり、共通的なシステム基盤としてクラウド上に実現する

事のメリットが大きいと考えられることによる。現状、地方自治体においてクラウドサ

ービスの検討や実証事業等の動きがあるが、国民に最も身近である税金・行政手数料等

の電子納付が考慮されていない場合が多い。予めクラウド上に決済機能を共通基盤とし

て構築しておく事により、各自治体はより効率的にワンストップ行政サービスを提供で

きると考えられる。 

 

具体的には以下のような記述を第 3 章にお願いしたい。 

・P.12  9 行目への追記 

「またさらに、各種行政サービスにはこれを実現するために対価取引のための決済の仕

組みが必要になる。決済の仕組みは各決済取引を共通的に処理する事が求められ、クラ

ウドの導入は行政サービスでの決済共通基盤整備に有効に働くと考えられる。」 

 

 

別紙 


